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大船渡市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内で、市内の木造住宅に対し、耐震診断士による耐震診断を実施す

ることにより、当該木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、もって震災に強いまち

づくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を「一般診断法」で評価することをいう。 

(２) 耐震診断士 市町村が実施する木造住宅耐震診断支援事業の診断士として岩手県が認定し

た者をいう。 

（実施主体） 

第３条 この事業の主体は、大船渡市とする。ただし、この事業の一部を委託することができる。 

（対象住宅） 

第４条 耐震診断の対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、大船渡市内に存する木造住宅

で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 昭和56年５月31日以前に着工された戸建て住宅、又は増改築された際、昭和56年５月31日以

前に建築された部分が既存不適格建築物の増改築等に係る緩和措置を受けているもの。 

(２) 在来軸組工法又は伝統的工法の一戸建て専用住宅、併用住宅（住宅の用に供する部分が延べ 

 床面積の２分の１以上あるものに限る。）で地上階数が２以下のもの。 

(３) 過去に、国、県、又は市の他の制度による耐震診断を受けていないもの。 

（耐震診断の申込み） 

第５条 耐震診断を希望する対象住宅の所有者（当該対象住宅が共有に係るものであるときは、共有

者のうちから選任した代表者１人をいう。以下「申込者」という。）は、大船渡市木造住宅耐震診

断申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申込みは、申込者１人につき１戸とする。 

（耐震診断実施の決定） 

第６条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは大船渡市

木造住宅耐震診断実施決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査の結果、申請を却下するときは、大船渡市木造住宅耐震診断却下決

定通知書（様式第３号）により申込者に通知するものとする。 

（耐震診断の実施） 

第７条 市長は、耐震診断の実施を決定した対象住宅について、耐震診断士を派遣し、耐震診断を行

うものとする。 

２ 前項の場合において、対象住宅が建築士法第３条から第３条の３までに規定する建築物であると

きは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士を派遣するものとする。 

（耐震診断実施決定の取消し） 

第８条 市長は、耐震診断実施の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、耐震診断

実施の決定を取り消すものとする。 

(１) 耐震診断実施の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により第６条第１項の決定を受け

たとき。 

(２) その他市長が特に不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定により耐震診断実施の決定を取り消したときは、大船渡市木造住宅耐震診断

実施決定取消通知書（様式第４号）により耐震診断実施の決定を受けた者に通知するものとする。 

（費用負担） 

第９条 耐震診断に要する費用は、１件当たり50,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）と

し、そのうち市が47,000円を、耐震診断を受けた者が3,000円を負担するものとする。 

２ 耐震診断を受けた者は、前項に定める額を派遣された耐震診断士に支払うものとする。 

（診断結果の通知） 

第10条 市長は、耐震診断の結果を大船渡市木造住宅耐震診断支援事業耐震診断結果通知書（様式第

５号）により耐震診断を受けた者に通知するものとする。 
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（指導及び助言） 

第11条 市長は、前条の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、耐震

診断を受けた者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。 

（守秘義務） 

第12条 派遣された耐震診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 大船渡市木造住宅耐震診断事業実施要綱（平成15年大船渡市告示第76号）は、廃止する。 

 附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

年   月   日 

 

    大船渡市長      様 

 
                      申込者 住 所 
 
                          ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 
                          氏 名            印 
 
                          連 絡 先 
 

大船渡市木造住宅耐震診断申込書 

 

 大船渡市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱第５条第１項の規定に基づき、下記の住宅について、

耐震診断士の派遣による耐震診断を申し込みます。 

 

対 

象 

住 

宅 

① 所在地 大船渡市 

② 建築確認済証 

年月日 

      年  月  日      第     号 

     ※建築確認済証がある場合に記入してください。 

③ 建築年月日 年  月  日 

④ 延べ床面積 

 １階 ２階 地階 合計 

住宅 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

店舗等 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

合計 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

耐震診断を希望する日 
第１希望        年  月  日（  ） 

第２希望 年  月  日（  ） 

添 付 書 類 

・建築確認済証又は検査済証の写し 

・建物登記全部事項証明書又は固定資産税納税通知書の写し 

・案内図、各階平面図（建築確認申請図面があればその写し） 

・２面以上の外観写真 

・申込者の住所、氏名を確認できる書類（運転免許証の写し等） 

・増改築された際に昭和56年５月31日以前に建築された部分が 

既存不適格建築物の増改築等に係わる緩和措置を受けているも

のであることを確認できるもの（増改築等されている場合に限

る。） 

摘 要  

 備考 ②及び③が複数ある（増築等をしている）場合は、そのうち最も古いものを記入し、 

   その他の内容及び時期を摘要欄に記入してください。 
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様式第２号（第６条関係） 

大船渡市指令住第     号 

                                 年   月   日 

 

           様 

 

 

 

                            大船渡市長         印 

 

 

大船渡市木造住宅耐震診断実施決定通知書 

 

        年  月  日付けで申込みのあった耐震診断を下記のとおり実施しますので、 

 大船渡市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱第６条第１項の規定により通知します。 

 

対 

象 

住 

宅 

所在地 大船渡市 

建築確認済証       年  月  日      第     号 

建築年月日       年  月  日 

延べ床面積 
１ 階 ２ 階 地 階 合 計 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

調査日時       年  月  日（  ）午前・午後  時頃 

耐震診断士名  認定番号 第     号 

問い合わせ先 

 

事業者名 

 

代表者役職名・氏名 

 

電話    

摘要  

 

  備考 １ 調査の当日は、立会いをお願いします。また、建築確認申請図書や住宅の図面 

      を耐震診断士に提示してください。 

 

     ２ 床下及び天井裏を調査しますので、室内の荷物の整理等をお願いします。 
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様式第３号（第６条関係） 

大船渡市指令住第     号 

                                 年   月   日 

 

           様 

 

 

 

                            大船渡市長         印 

 

 

大船渡市木造住宅耐震診断却下決定通知書 

 

        年  月  日付けで申込みのあった耐震診断について下記の理由により、耐震

診断を実施しないことと決定したので、大船渡市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱第６条第２項

の規定により通知します。 

 

 

記 

 

（理由） 
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様式第４号（第８条関係） 

大船渡市指令住第     号 

                                 年   月   日 

 

           様 

 

 

 

                            大船渡市長         印 

 

 

大船渡市木造住宅耐震診断実施決定取消通知書 

 

        年  月  日付け 大船渡市指令住第  号で耐震診断の実施を決定した住宅

について、下記の理由により耐震診断実施を取り消しましたので、大船渡市木造住宅耐震診断支援

事業実施要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

 
記 

 

１ 住宅の所在地 大船渡市 

２ 取 消 理 由 
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様式第５号（第10条関係） 

大船渡市指令住第     号 

                                 年   月   日 

 

           様 

 

 

 

                            大船渡市長         印 

 

 

大船渡市木造住宅耐震診断支援事業耐震診断結果通知書 

 

        年  月  日付け 大船渡市指令住第   号 大船渡市木造住宅耐震診断実施

決定通知書に基づき実施した耐震診断の結果について、下記のとおり関係書類を添えて通知します。    

 なお、この報告書は調査時点での診断結果ですので、その後の経年変化に対しては十分な維持管

理をお願いします。 

 

 

記 

 
１．診断結果 
   別紙「木造住宅耐震診断結果報告書」のとおり 
 
２．問い合わせ先 
  ・診断結果の内容に関する質問等 
              耐震診断士名 
              電話 
  ・その他、全般について 
              大船渡市     課     係 
              電話  
               


